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・・・・・・はじめに・・・・・・ 

 

 

 

 

 毎度お引き立ていただきましてありがとうございます。 

 当社は多様化するお客さまサービスの一環として，「ＦＡＸによる

電気使用申込み」を平成１２年１月から実施しております。 

 つきましては，この「ＦＡＸによる電気使用申込みの手引き」をご

一読の上，電気工事店のみなさまのご協力をいただき，より円滑な運

営をして参りたいと考えておりますので，よろしくお願い申しあげま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     東京電力株式会社 
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Ⅰ．基本的な取扱い 

１．対象範囲 

○ 供給条件  

低圧架空線により供給するすべての単独引込申込分（二世帯住宅含む）といたし

ます。 

ただし，以下の申込分については図面情報（引込盤図・外線設計図・平面図・配

線図・施工証明書等）の提出をお願いいたします。  

・ 二世帯住宅  

・ 小柱引込等により他のお客さまと引込線を共有するもの  

・ 連接引込により１需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要

場所の需給地点に至る引込線を使用するもの  

 

以下の申込分は対象外とします。  

・ 集合建物(アパート・テナントビル)，および特殊な内容 (太陽光発電設備・

レントゲン装置・溶接機等)を含むもの。 

    ・ 電灯のご契約と動力のご契約の容量の合計が 50ｋＷ以上となる申込み 

    ・ 地中線供給によるお申込み 
 

☆ 申込みの内容によっては，別途協議をさせていただくことがあります。  

☆ 集合住宅（アパート・テナントビル）の共用部分（定額電灯）の増・減設

については，共用部分の増・減設前後の契約種別が定額電灯であり変更が

ない場合で，かつ，電気使用申込書や電気設備図面（配線図）で負荷設備

等の確認ができるときはお申込みいただけます。  

☆ 対象外のお申込みであっても，お申込みのご住所を受け持つ弊社事業所にて

事前に設計等の協議が完了している場合には，協議が完了した旨の事前協議書

をあわせてメールやＦＡＸ等ご提出をいただくことでお申込みいただけます

（アパート・テナントビル等の集合住宅の場合を除きます）。 
 

○ 契約種別  

定額電灯，公衆街路灯Ａ・Ｂ，従量電灯Ａ・Ｂ・Ｃ，低圧電力，臨時電灯Ａ・

Ｂ・Ｃ，臨時電力，深夜電力，時間帯別電灯[夜間8時間型]，時間帯別電灯[夜間

10時間型]，時間帯別電灯［朝得プラン］，時間帯別電灯［夜得プラン］，時間帯

別電灯［半日お得プラン］，季節別時間帯別電灯，ピーク抑制型季節別時間帯別

電灯，曜日別電灯１型，曜日別電灯２型といたします。  

 ○ 電化厨房住宅契約，第２深夜電力，５時間通電機器割引は，平成25年４月１日

以降，新規でご契約いただけません。ただし，平成25年３月31日時点で当該契約

の適用を受けられているお客さまが，契約容量の変更や割引適用が可能な種別間

（電化厨房住宅契約の場合は，従量電灯Ｂ・Ｃ，時間帯別電灯［夜間８時間型・

夜間10時間型］間，第２深夜電力および５時間通電機器割引の場合は，第２深夜

電力，時間帯別電灯［夜間８時間型・夜間10時間型］，季節別時間帯別電灯間）

での種別変更をお申込みされた場合は，引き続きご契約いただけます。 
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○ 公衆街路灯の場合で，大型公衆街路灯については共架契約が必要となる場合が

あります。また，行政・自治会単位による多数（10軒以上）の申込については，

申込処理の遅延によりご迷惑をおかけする場合もあるため，事前に弊社受持区域の受

付窓口へ電話等により申込方法等についてご相談くださいますようお願いいたしま

す。 

 

２．申込方法 

「ＦＡＸ用申込書」および「ＦＡＸ共通申込書」に必要事項を記入の上，お申込みの

ご契約住所を受け持つ弊社事業所電設の「ＦＡＸによるお申し込み」用番号に送信して

ください。 

○ ＦＡＸ用申込書・・・・・１需給契約ごとに１枚をご使用ください。 

○ ＦＡＸ共通申込書・・・・ＦＡＸ用申込書１枚につきＦＡＸ共通用申込書１枚を送

信してください。 

 

☆ 弊社事業所電設の「ＦＡＸによるお申し込み」用番号は,弊社インターネットホー

ムページ「事業所一覧」等をご利用のうえご確認をお願いいたします｡ 

 

３．ＦＡＸ用申込書等の記入方法 

(1) ＦＡＸ用申込書 

○ 各種ＦＡＸ用申込書記入方法につきましては，「Ⅲ．ＦＡＸ用申込書・ＦＡＸ共

通申込書の記入例」をご参照ください。 

 

(2) ＦＡＸ共通申込書 

○ ＦＡＸ共通申込書記入方法につきましては，「Ⅲ．ＦＡＸ用申込書・ＦＡＸ共通

申込書の記入例」を参照ください。 

 

※ 留意事項 

特に補足する内容が有る場合は，特記事項欄にご記入をお願いいたします。 

なお，同一場所で２以上の契約(２世帯，灯・力等)がある場合の外線設計図は，

代表して１枚への記入でも結構です。 

 

４．配線図の提出および管理 

契約方法が負荷設備契約，回路契約の場合（臨時電灯Ａ・Ｂ・Ｃを除く）や需要場所

など契約内容の確認が必要な場合は，配線図の提出をお願いしておりますが，この場合，

次のいずれかの方法によりご提出くださいますようお願いいたします。 

① 「ＦＡＸ用申込書」と同時にＦＡＸをお願いいたします。 

② 調査日３日前までに（土日祝日を除きます）お申し込みの弊社事業所窓口にＦＡＸ

するかまたはご提出をお願いいたします。 

③ 調査立会時にご持参くださいますようお願いいたします。 

④ 上記「①～③」によりがたい場合は，調査日までに現地分電盤等のわかりやすい箇

所への保管をお願いいたします。 
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５．引込線関係請負工事について 

○ 弊社の技術協議窓口まで持参，郵送またはＦＡＸにより設計書の提出をお願いいた

します。なお，「ＦＡＸ用申込書」と同時に「設計書」をＦＡＸにて提出された場合，

弊社はこれをもとに承認の可否判断をしますが，「設計書（原本）」を下記方法のい

ずれかの方法で必ずご提出をお願いいたします。 

① 調査日３日前まで（土日祝祭日を除きます）にお申し込みの弊社事業所窓口にご

提出をお願いいたします。 

② 調査立会時にご持参くださいますようお願いいたします。 

③ 上記「①，②」によりがたい場合は，調査日までに現地分電盤等のわかりやすい

箇所への保管をお願いいたします。 

 

○ 材料の授受 

弊社窓口による材料授受（倉出・倉入），または宅配便を利用した配送により行い 

ます。宅配便を利用した配送をご希望される場合は，「宅配便利用申込書」により郵

送またはＦＡＸにてお申込みください。 

 

６．臨時工事費のお支払い 

臨時工事費につきましては，次のいずれにも該当する場合は，臨時工事費後払い（初

回電気料金への合算請求）をご利用いただけます。 

なお，臨時工事費後払い（初回電気料金への合算請求）をご希望される場合は，臨時

電灯または臨時電力のＦＡＸ用電気使用申込書の臨時工事費の支払方法欄に明記してく

ださい。 

また，臨時工事費以外分（工事費負担金および諸工料など）につきましては，従来ど

おり弊社窓口にてお支払いくださいますようお願いいたします。 

・ 臨時工事費が均一工料であること。 

・ お客さま（電気需給契約者）がご希望されていること。 

・ 電気料金のお支払方法が振込票による場合であること。 

 

※ 留意事項 

・ 大変申し訳ございませんが，口座振替（臨時包括契約）をご希望される場合は

臨時工事費後払い（初回電気料金への合算請求）はご利用いただけません。 

・ ご使用期間が１ヶ月以内の契約で，臨時工事費後払い（初回電気料金への

合算請求）をご利用される場合，ご請求書の発送までに送電後，最長で１ヶ

月程度かかる場合がございますので，あらかじめご了承くださいますようお

願いいたします。 

 

７．受付方法 

(1) ご利用時間 

24時間とします。 
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(2) 受付日 

業務時間内（平日の９時00分から16時00分）に受信したものは，原則として当日受

付とさせていただきます。 

また，業務時間外および土日祝日に受信したものは，翌営業日の受付とさせていた

だきます。 

８．受付結果のお知らせ 

○ 原則として受付した日に，申込番号・担当者，即日落成の場合の送電日（調査日）

現場設計となった場合の内容等を，弊社からの「ＦＡＸ連絡票」に記入し，「ＦＡＸ

用申込書」とともに返信いたします。 

○ 時間帯別電灯［夜間８時間型］，時間帯別電灯［夜間10時間型］，時間帯別電灯［朝

得プラン］，時間帯別電灯［夜得プラン］，時間帯別電灯［半日お得プラン］，季節

別時間帯別電灯，ピーク抑制型季節別時間帯別電灯，曜日別電灯１型，曜日別電灯２

型のお申込みにつきましては，電話にて計量方法等についての確認をさせていただく

場合がございます。 

 

９．受付等の確認 

受信結果のお知らせにつきましては，送付に遺漏のないよう徹底いたしますが，万一

ＦＡＸ等の故障により受信できないこともありますので，送信日以降２日（土日祝祭日

を除きます）を経過しても返信がない場合は，お手数ですが，電話等により弊社へお問

合せくださいますようお願いいたします。 

また，弊社からの受信結果のお知らせ等の内容は，ご担当の従業員の方々への周知を

お願いいたします。 

 

10．関連するＦＡＸ連絡 

「ＦＡＸ申込み」をご利用される電気工事店さまとの相互の連絡等につきましては，

支障がない限り弊社はＦＡＸにて実施いたします。 

例えば，電気工事店さまからの内線落成，送電希望日，臨時の継続・撤去の連絡，弊

社からの設計完了，送電日の連絡，既申込分の内線落成確認等となります。なお，連絡

方法は「ＦＡＸ共通申込書」および「ＦＡＸ連絡票」(別紙参照)により行います。 

 

11．ＦＡＸ用申込書の扱い 

「ＦＡＸ用申込書」は原則としてＦＡＸ申込み専用とし，窓口申込みの際は従来の「電

気使用申込書」を使用していただきます。 

 

12．工程変更等の連絡 

送電日や内線落成日・工事希望日の変更につきましては，すみやかに対応させていた

だく必要があるため，従来どおり電話等にて直接ご連絡いただきますようお願いいたし

ます。 
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13．連絡先等の変更 

ご移転等により，弊社に登録されている住所・電話番号・ＦＡＸ番号が変わった場合

は，電気工事店登録されている弊社事業所へすみやかにご連絡いただきますようをお願

いいたします。 

14．その他 

○ 「ＦＡＸ用申込書」への記入事項が不明瞭，または記入モレ等により内容判断が困

難な時は，電話等により確認をさせていただきます。その際，電気工事店さまが不在

等の状況により確認できず，即日受付が出来ない場合も考えられますので，ご了承く

ださいますようお願いいたします。 

なお，差し支えなければ，担当者の方の連絡先を「ＦＡＸ用申込書」の電気工事店

担当者欄にご記入をお願いいたします。 

 

○ 検針等ができずお客さまにご迷惑をおかけする場合もあるため，計量器等の取付け

位置については，適正な計量ができ，かつ，検針や検査ならびに取付取り外し工事が

容易な屋外の場所としていただきますようお願いいたします（具体的には地表1.8～

2.2ｍを基準として基準としてください）。 

 

  ○ スマートメーターの設置にあたり，通信方式を決定する必要がございますので，

「ＦＡＸ共通申込書」における計量器等の設置場所の設問にご回答くださいます

ようお願いいたします（例：検針窓のない金属箱に入っているか，車道から10ｍ

離れているか等）。 

 

○ 契約使用期間１ヶ月以内の臨時契約については，使用期間満了後撤去をさせていた

だきますので，契約使用期間に変更がある場合は，契約使用期間完了前に継続のご連

絡をお願いいたします。 

 



 Ⅲ．ＦＡＸ用申込書・ＦＡＸ共通申込書の記入例  

 

［ご記入にあたっての注意事項］  

 

１．ＦＡＸ用申込書・ＦＡＸ共通申込書の記入にあたっては，次ページ以降の記入例を参

考にしてください。  

 

２．ＦＡＸ共通申込書の引込盤図には，屋内配線の太さ，主開閉器・配線用遮断器等の容

量，お客さま幹線改修の有無，分電盤のＳＢ設置スペース有無を必ずご記入ください。  

 

３．ＦＡＸ共通申込書の外線設計図には，付近図，引込柱と隣接柱の電柱番号，引込線取

付点，計器位置，支障物等を必ずご記入ください。また，公道・私道の区分を可能な限

りご記入ください。  

 

４．次の引込線や計器等の状況については，次の項目を確認のうえ「ＦＡＸ共通申込書」

の中に必ずご記入ください。  

○ 引込柱の電柱標識および電柱番号（例：丸の内１１１号） 

○ 引込線が他人の敷地をしない／する 

○ 引込線が窓（ベランダ）等から手がふれる／ふれない 

○ 引込線取付金具の有無 

○ 引込線の取付高さ 

○ 引込線の長さ 
○ 引込線工事方法；直引／分岐／引下／切断・接続  

○ 道路横断（車道上）の地上高が5.0ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 道路横断（歩道上）の地上高が4.0ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 建造物（屋上）との距離が2.0ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 建造物（屋側）との距離が1.2ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 弱電流電線等との距離が0.6ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ アンテナ，煙突との距離が0.6ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 樹木が接触する／しない／該当なし  

○ 突き出し看板との距離が0.4ｍ以上ある／ない／該当なし  

○ 引込線は変圧器の引下線（高圧）側である／ない／該当なし  

○ 柱上低圧引込箱の取付の有無 ある／ない／該当なし  

○ 計器取付位置は1.8ｍ～2.2ｍである／ない／該当なし  

○ 計器の周辺には十分な作業スペースがある／ない／該当なし  

○ 引込線等が河川区域内に入る／入らない  

○ 計器は検針窓がない金属箱に入っている／いない 

○ 計器は地下・屋内・シャッター内に設置する／設置しない 

○ 計器は車道から10ｍ以上離れている／いない 

○ 計器前1.5ｍ以内に４階建ての建物がある／ない 

 

ご不明な点がありましたら，弊社電設窓口までお問い合せください。  

上記項目により，当社引込線の施工ができない場合がありますので，建物や樹木等との離隔

を確保いただきますようお願いいたします。  
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ＦＡＸ連絡票（ 東京電力     電気工事店さま ） 
ＦＡＸ送信日 

／                 様 

  
この度は、電気のご使用申込をいただきまして誠にありがとうございます。

お客さまのお申込みにつきましては、下記のとおり承りましたのでご確認いただきますようお願い申し上げます。 

申 込 番 号 

電灯・電力 

臨灯・臨力 

ご使用場所住所      市・郡       町  丁目    番   号

 

お客さま名                          様 

   

１ 設計完了 
   

   （１）    月    日 設計完了いたしました。 

   （２）お申込内容から現場確認が必要なため現場設計となりました。 

※ 設計完了後、当社より連絡させていただきます。 
 
 

２ 臨時工事費等 
   

   （１）本お申込は 臨時工事費  諸工料  ￥         となります。 

     ※ 契約使用期間１ヶ月以内の臨時電灯または臨時電力のお申込みの場合は，当初お申し出いただいた

契約使用期間満了後撤去させていただきますので，契約期間延長をご希望の場合はご連絡をお願いい

たします。 

（２）お支払い方法 

□ お近くの当社窓口でお支払いください。 

  □ お客さまのご希望により、臨時工事費を初回電気料金へ合算請求いたします。 

※ 契約使用期間１ヶ月以内の場合でも，当社からの請求が送電後，最長で１ヶ月程度かかる場合

がございますので，あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 
 
  

３ 送電日の決定 
   

   （１）ご希望により、   月    日（  ）送電（調査）とさせていただきます。 

      ※調査時間帯については、 Ａ Ｍ  ・ Ｐ Ｍ ・ フリー  ・  前日連絡 となります。 

   （２）内線落成日のご連絡待ちとさせていただきます。 

※送電日までの工事日数は目安としておよそ    日間かかります。（土・日・祝日は除く） 

   （３）「引込線・計器工事設計書」のご提出をお願いいたします。 

※ご提出後に引込請負工事の可否判断し、送電日等の協議をさせていただきます。 

   （４）計器（ＳＢ）の倉出しまちとさせていただきます。 
   

４ その他連絡事項 

【設計回し理由】・共用小柱 

・電圧降下大 ・Ｔｒ高稼働 

・電線過負荷 ・ＮＴＴ柱経由 

・その他（        ） 

※ 申込内容等変更になる場合は、早めのご連絡をお願いいたします。 
※ 電化上手のお申込の場合、保安上およびガス事業者とお客さまの契約上のトラブル回避のため、電気工事実施者が、お客さま

がご契約されているガス事業者に無断でガス供給設備を撤去することは絶対に行わないでください。 

◆○○支店の受持ち区域のお申込は、以下、ＦＡＸ申込専用ダイヤルへお願いします。  

ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ（○○ＦＡＸ・インターネット申込受付センター） 

◆お申込後のお問い合わせ電話番号【○○支店】 
受持事業所 設備サービス（落成・工程関係） 電設（契約関係） 

 △△支社 ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 △△営業センター ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 □□支社 ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 □□営業センター ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 □□営業センター ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 記載のお客さまの個人情報につきましては，電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において，契約の締結・履行，アフターサービス，設備等

の保守・保全，アンケートの実施，商品・サービスの改善・開発，商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売，関係法令により必要と

されている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては，インターネ

ットのホームページ（http://www.tepco.co.jp）でもご確認いただくことができますので，そちらもあわせてご覧下さい。 

※ 委託分の落成・臨時継続・臨時撤去のお問い合わせは，電設へお願いします。 

【2014.12. 目的外使用・複製・転載禁止 東京電力株式会社】         
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